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【年通号数】公開・登録公報2015-040
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   Ａ６１Ｂ   6/03     (2006.01)
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   Ａ６１Ｂ    6/03     ３７５　
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月5日(2017.12.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二重エネルギーＣＴ造影剤強調されたスキャン画像内の石灰化部分を識別する方法であ
って、
　グループ分け対象画素を得るために、前記二重エネルギーＣＴ造影剤強調されたスキャ
ン画像内の画素をフィルタリングするステップ（Ｓ１１０）と、
　前記グループ分け対象画素の位置に応じて、前記グループ分け対象画素を複数のグルー
プにグループ分けするステップ（Ｓ１３０）と、
　前記各画素グループ内の画素を物質分解するステップ（Ｓ１５０）と、
　前記複数の物質分解されたグループのうちの一つにおいて、前記スキャン画像における
石灰化部分に対応する画素を特定するステップ（Ｓ１７０）とを含み、
　前記複数の物質分解されたグループのうちの一つにおいて前記石灰化部分に対応する画
素を特定するステップが、
　　それぞれの前記画素グループ内の画素に関する前記物質分解の結果に応じて、前記画
素グループ内のそれぞれの前記画素についての物質分解の結果同士の関係を示す分解値散
布図を形成するステップと、
　　前記分解値散布図における前記画素グループの画素の位置に応じて、前記画素が前記
石灰化部分に対応するか否かを判定するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記フィルタリングするステップ（Ｓ１１０）が、
　　画素のＣＴ値が基準ＣＴ値よりも大きいか否かを判定するステップと、
　　前記基準ＣＴ値より大きいＣＴ値を有する画素を、グループ分け対象画素と特定する
ステップとを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記フィルタリングするステップが、
　　画素のＣＴ値が基準ＣＴ値よりも小さいか否かを判定するステップと、
　　前記基準ＣＴ値よりも小さいＣＴ値を有する画素を、グループ分け対象画素と特定す
るステップとを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記フィルタリングするステップが、
　　画素のＣＴ値が第一の基準ＣＴ値よりも大きく、かつ第二の基準ＣＴ値よりも小さい
か否かを判定するステップと、
　　前記第一基準ＣＴ値よりも大きく、かつ前記第二の基準ＣＴ値より小さいＣＴ値を有
する画素を、グループ分け対象画素と特定するステップとを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　前記グループ分け対象画素をグループ分けするステップ（Ｓ１３０）が、位置に従って
前記画素をグループ分けする、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記グループ分け対象画素をグループ分けするステップ（Ｓ１３０）が、
　　互いに隣接する位置にある画素を、同一の画素グループにグループ分けするステップ
を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記画素を物質分解するステップは、
　　各画素に対して少なくとも二つの分解値を得るステップを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項８】
　前記画素が、前記石灰化部分に対応するか否かを特定するステップが、
　　前記分解値散布図において、前記石灰化部分に対応した特徴領域に位置する画素グル
ープの画素を、前記石灰化部分に対応していると判定するステップを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
　前記画素が、前記石灰化部分に対応するか否かを特定するステップが、
　　前記石灰化部分に対応していると判定された画素から、画素を選択するステップと、
　　選択された前記画素に拡大アルゴリズムを適用して、選択された前記画素の近傍の画
素が、前記石灰化部分に対応するか否かを判定するステップとを含む、請求項８に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記拡大された画素の平均ＣＴ値を算出するステップをさらに含む、請求項９に記載の
方法。
【請求項１１】
　選択された前記画素の近傍の画素が、前記石灰化部分に対応するか否かを特定するステ
ップが、
　　前記拡大アルゴリズムによって得られた画素の平均ＣＴ値が所定値よりも大きい場合
には、該画素を前記石灰化部分に対応する画素として判定するステップを含む、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　選択された前記画素の近傍の画素が、前記石灰化部分に対応するか否かを特定するステ
ップが、
　　Ｎを１より大きい整数としたときに、（Ｎ－１）回目の拡大アルゴリズムによって得
られた画素の平均ＣＴ値と、Ｎ回目の拡大アルゴリズムによって得られた画素の平均ＣＴ
値との差が所定値よりも小さい場合には、１～（Ｎ－１）回目の拡大アルゴリズムによっ
て得られた画素を前記石灰化部分に対応する画素として判定するステップを含む、請求項
１０に記載の方法。
【請求項１３】
　画素の２つの特性値のそれぞれは、互いに異なる２種類の基本材料の等価な濃度値であ
る、請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
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　画素の２つの特性値のそれぞれは、二重エネルギーＣＴ造影剤強調されたスキャン画像
を取ることを目的として、二重エネルギーＣＴスキャンを行うために用いられる、互いに
異なる２種類のエネルギーに対応するＣＴ値である、請求項６に記載の方法。
【請求項１５】
　前記基準ＣＴ値が、１００Ｈｕである、請求項２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記石灰化部分に対応する画素の判定結果に基づいて、前記二重エネルギーＣＴ造影剤
強調されたスキャン画像内の前記画素のＣＴ値を変更するステップをさらに含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記画素のＣＴ値を変更するステップが、
　　前記石灰化部分に対応する画素の、近傍の画素のＣＴ値を低下させるステップを含む
、請求項１５に記載の方法。
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